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平成 30年版  
 

看護師国試出題基準のポイント 

 

 

何が変わった？ どこを見る？ 

 

★新出題基準で変更・追加された項目をチェック！ 
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平成 30 年版 看護師国試出題基準 

何が変わった？ どこを見る？ 
 

平成 29 年（2017 年）3 月、厚生労働省より『保健師助産師看護師国家試験出題基準 平成 30 年版』

が発表されました。第 107 回国試からは、この新しい出題基準に基づいて出題されることになります。 

新出題基準で変更・追加された項目をチェックしておきましょう。 

 

新出題基準の分析はなぜ必要か 

■新たに追加された部分は過去問ではフォローできない 

 皆さんが国試勉強で一番力を入れていることの１つは、過去問を解くことではないでしょうか。しか

し、新出題基準で追加された項目には、これまでの国試を見ても対応できません。従って、新しい項

目については模擬試験や参考書でチェックするなど、別に対策を立てておく必要があります。 

 

■新出題基準の変更点を見ればこれからの国試の出題傾向がわかる 

 新出題基準の変更点を見ることによって、出題者の意図を知ることができます。つまり、新出題基準

で追加・変更された項目とその理由を探ることで、今後の国試問題作成にあたって厚生労働省がどの

ような内容を重要視しているのか、推測できるのです。本記事では科目ごとに重要な変更点をまとめ

ました。参考になれば幸いです。 

 

■新出題基準の主な変更点 

 『平成 26 年版』と『平成 30 年版』を比較してみると、大きな変更点として、①他科目との重複項目

が整理された点、②内容がより具体的になり、小項目の数が全体で大きく増えた点が挙げられます（項

目数については次頁表の通り）。詳しくは科目ごとの分析で後述しますが、代表的な例が「看護の統

合と実践」です。複数の科目に重複して入っていた項目が整理され、26 年版では中項目までであった

のが小項目まで提示されてより細分化されました。また、②については次頁の例のように、従来から

あった項目に小項目として具体的な内容が加筆されたものもありました。「母性看護学」においても、

26 年版よりも小項目数が約 2.5 倍と大幅に増えています。 

  

出題基準項目数の増加は、もちろん大変な印象を与えるでしょうが、今までの国家試験でも出題のあ

った事項があらためて明示されたという点も多く、国家試験で問われる基本の重要事項や頻出事項が

大きく変わるということはないでしょう。また、範囲がより具体的に示されたことによって、それぞ

れの項目で勉強がしやすくなったともいえます。 

 

国家試験対策としては従来の重要・頻出事項を整理しつつ、新出題基準で新たに名称が挙がった疾患

や治療、項目について、今後出題の可能性のある注目ポイントとして確認しておくとよいでしょう。 
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看護師国家試験出題基準の小項目数 

科 目 平成 26 年版 平成 30 年版 

必修問題 266 269 

人体の構造と機能 169 171 

疾病の成り立ちと回復の促進 139 160 

健康支援と社会保障制度 198 177 

基礎看護学 151 133 

成人看護学 355 324 

老年看護学 158 203 

小児看護学 162 171 

母性看護学 72 188 

精神看護学 126 135 

在宅看護論 131 155 

看護の統合と実践 ― 

（中項目 11）※ 

55 

（中項目 10） 

計 1938 2141 

※平成 26 年版「看護の統合と実践」は中項目までの構成 

 

 

具体化された出題基準項目の例 

【平成 26 年版】疾病の成り立ちと回復の促進 【平成 30 年版】疾病の成り立ちと回復の促進 

９．栄養の摂取・吸収・代謝機能の障害 

―C．消化管の疾患 

――ｄ．腹壁、腹膜、横隔膜の疾患 

 

 

７．栄養の摂取・消化・吸収・代謝機能 

―E．腹壁・腹膜・横隔膜の疾患の病態と診断・

治療 

――ａ．鼠径ヘルニア 

  ｂ．腹膜炎 

  ｃ．横隔膜ヘルニア、吃逆 
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平成 30 年版出題基準の改定点 ―大事なとこだけ総まとめ― 

【必修問題】  

🔶旧出題基準からの変化としては、基本的な臨床検査値の評価、輸液・輸血管理の基本などについて項

目が追加され、災害看護の項目が削除された。 

🔶他科目同様、項目がより具体化された部分があるが、基本的な項目数はほぼ変わらず。 

🔶出題数に対して項目数が少ないので、 取りこぼしは許されない。 目標Ⅰに挙げられている統計（「B．

健康に関する指標」、「C．受療状況」）などはすべて覚えておく必要あり。 

🔶ただし、必修問題は毎年ごく基礎的な良問が揃うので、過剰な心配は必要ない。 

 

平成 30 年版ここをチェック！ 

※表の項目欄の数字は大項目、 大文字アルファベットは中項目、 小文字アルファベットは小項目を表します。  

※ 「★新★」 は今回の改定で新しく加えられた注目ポイントです。 

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ        

１．健康の定義と理解 

―A．健康の定義 

――ａ．世界保健機関＜WHO＞の定義 

ｂ．ウェルネスの概念 

 

４．看護における倫理 

―B．倫理原則 

――ａ．自律尊重 

ｂ．善行 

ｃ．公正、正義 

  ｄ．誠実、忠誠 

  ｅ．無危害 

 

―C ．看護師等の役割 

――ａ．説明責任 

ｂ．倫理的配慮 

ｃ．権利擁護＜アドボカシー＞ 

  ｄ．エンパワメント 

 

「健康支援と社会保障制度」で挙げられていた

WHO について、必修問題でも提示されるように

なった。健康の定義を考える上で重要な WHO お

よびウェルネスの概念について押さえておこう。 

 

看護倫理における善行、アドボカシーなどの用語

が具体的に小項目で提示されるようになった。各

用語の持つ意味について確認しておこう。 
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目 

標 

Ⅱ 

９．主な看護活動の場と看護の機能 

―B．看護の機能と役割 

――ａ．訪問看護 

ｂ．チーム医療 

ｃ．退院調整 

  ｄ．入院のオリエンテーション（入院相

談） 

  ｅ．地域医療連携 

  ｆ．家族との調整 

 

「主な看護活動展開の場と看護の機能」では「看

護管理（安全管理・インシデントレポートなど）」

が「看護の統合と実践」に移動した。代わりに、

「基礎看護学」などの他科目での提示であった

「退院調整」といった項目が組み込まれるように

なった。 

目 

標 

Ⅲ 

11．疾患と徴候 

―C．基本的な臨床検査値の評価 

――ａ．血液学検査 

ｂ．血液生化学検査 

ｃ．免疫血清学検査 

  ｄ．尿検査 

 

★新★ 基本的な臨床検査値の評価について、必

修問題でも問われるようになった。 

目 

標 

Ⅳ 

16．診療に伴う看護技術 

―C．輸液・輸血管理 

――ｄ．輸血 

★新★ 輸液に加え、輸血についてもポイントを

押さえておこう。 

※必修問題からは「災害看護」に関する項目は削

除された。 

 

【人体の構造と機能】  

🔶他職種と共通の知識体系が築けるよう、基礎医学教育における体系や用語との整合性を踏まえて、全

体について改めて項目が整理された。 

🔶細胞、遺伝、免疫、老化など、トピックス的な項目は要注意。  

🔶この科目では、医学的知識の暗記ではなく、実際の看護と結びついた“生きた知識”を重要視するよ

うになってきている。 他科目で頻出の病態・症状・看護と結びつきやすそうな新項目はしっかり学

習しておこう。 

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

・ 

Ⅱ 

・ 

Ⅲ 

１．細胞と組織 

―E．細胞内情報伝達 

――ａ．イオンチャネル型受容体 

ｄ．代謝調節型受容体 

 

９．生体の防御機構 

―B．特異的生体防御反応（免疫系） 

――ｃ．補体 

ｇ．組織適合性抗原＜HLA＞ 

★新★ 細胞内情報伝達が、新たに中項目として

加えられた。基本事項については確認しておこ

う。 

 

 

★新★ 免疫系では補体、組織適合性抗原   

＜HLA＞が小項目に追加された。免疫系の詳細

を問う出題が予想される。 
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【疾病の成り立ちと回復の促進】  

🔶基礎医学教育における体系や用語との整合性を踏まえ、各機能別の障害について、改めて項目が整理

された。また、アナフィラキシーショック・敗血症等の全身性の障害や精神機能の障害について、項

目が追加された。 

🔶再生医療、薬剤耐性など、近年の状況を踏まえたトピックス的な項目は要注意。 

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

1. 健康の維持増進 

―A．疾病の予防・早期発見 

――ａ．健康診断、健康診査 

  ｂ．予防接種 

  ｃ．健康教育 

 

「小児看護学」での項目が中心であった健康診

査、予防接種について提示された。 

目 

標 

Ⅱ 

３．基本的な病因とその成り立ち 

―C．感染  

――ｂ．ウイルス 

  ｃ．細菌 

  ｄ．真菌 

ｅ．薬剤耐性＜AMR＞（多剤耐性菌） 

 

感染についてウイルス・細菌・真菌の区分で提示

されるようになった。それぞれの特徴について整

理しておこう。多剤耐性菌についても同様であ

る。 

目 

標 

Ⅲ 

４．疾病に対する医療 

―A．疾病の診断の基本と方法 

 

―C．疾病に対する薬物療法以外の治療 

――ｆ．臓器移植、再生医療 

★新★  

新たに診断を確定するに至る項目が追加された。

検査データを掲げた出題が増える可能性がある。 

「疾病に対する薬物療法以外の治療」では再生医

療についても提示されるようになった。最新医療

のトピックスもチェックしておこう。 

目 

標 

Ⅳ 

６．循環機能 

―C．血圧異常の病態と診断・治療 

――ｂ．本態性高血圧 

ｃ．二次性高血圧 

ｄ．起立性低血圧 

 

―D．ショックの病態と診断・治療 

――ａ．心原性ショック 

ｂ．出血性ショック 

ｃ．血流分布異常性ショック 

 

「血圧異常の病態と診断・治療」、「ショックの病

態と診断・治療」では、血圧異常、ショックにつ

いて細分化され、小項目で提示されるようになっ

た。それぞれの特徴や違いについて確認しておこ

う。 
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目 

標 

Ⅳ 

7．栄養の摂取・消化・吸収・代謝機能 

―E．腹壁・腹膜・横隔膜の疾患の病態と診

断・治療 

――ａ．鼠径ヘルニア 

ｂ．腹膜炎 

ｃ．横隔膜ヘルニア、吃逆 

 

10．免疫機能 

―B．アレルギー性疾患の病態と診断・治療 

――ｄ．アナフィラキシーショック 

 

―C．免疫低下に関連する疾患の病態と診

断・治療 

――ａ．敗血症 

 

15．精神機能 

―A．精神・心身の疾患の病態と診断・治療 

――ａ．症状性を含む器質性精神障害

（Alzheimer＜アルツハイマー＞病、

血管性認知症、Lewy＜レビー＞小体型

認知症） 、せん妄 

ｂ．精神作用物質使用による精神・行動

の異常（アルコール依存症、覚醒剤・

大麻精神病） 

ｃ．統合失調症 

ｄ．気分＜感情＞障害（うつ病、双極性

障害） 

ｅ．神経症性障害、ストレス関連障害（パ

ニック障害、心的外傷後ストレス障害

＜PTSD＞、適応障害） 

ｆ．生理的障害、身体的要因に関連した

精神障害または行動症候群（摂食障害、

不眠症、ナルコレプシー、睡眠時無呼

吸症候群） 

ｇ．小児・青年期の精神・心身医学的疾

患、成人の人格・行動障害 

 

★新★ 「腹壁、腹膜、横隔膜の疾患の病態と診

断・治療」では、鼠径ヘルニアや横隔膜ヘルニア

など、小項目で具体的な疾患名が示されるように

なった。 

 

 

 

★新★ アナフィラキシーショックや敗血症に

ついて、小項目で提示されるようになった。 

 

 

 

 

 

 

★新★ 新たに「精神機能」の大項目が設けられ、

「神経機能」の小項目として分類されているアル

ツハイマー病やレビー小体型認知症について、こ

こでも取り上げられるようになった。また、旧出

題基準では主に「精神看護学」での提示であった

「統合失調症」などの精神疾患についても、この

項目で取り上げられている。出題の頻出度が高ま

っているといえる。 
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【健康支援と社会保障制度】 

🔶社会背景や看護を取り巻く状況と課題について、近年の状況を踏まえて具体的な項目が追加されたと

ともに、社会保険及び社会福祉に関する法や施策と制度、公衆衛生や健康支援に係る項目について整

理された。 

🔶出題数が例年あまり多くない割に出題範囲が広い。国試で過去頻出の項目は必ずチェックする。  

🔶この科目は特にトピックス的な内容が出題されやすい。  

🔶近年新設・改正された法律や施策についてはしっかりまとめておく。 

 

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

１．社会・生活基盤と健康 

―B．ライフサイクル 

――ａ．出生 

 

項目が移動・整理され、旧出題基準では小項目

での提示であった「ライフサイクル」が中項目

となり、「ａ．出生」などの小項目が加えられた。 

目 

標 

Ⅱ 

４．社会保障制度の基本 

―B．社会保障制度 

――ｃ．地域包括ケアシステム 

ｄ．社会保障・税番号制度（マイナンバー

制度） 

 

５．社会保険制度の基本 

―B．医療保険制度 

――ｃ．高齢者医療制度（高齢者の医療の確保

に関する法律＜高齢者医療確保法＞） 

 

６．社会福祉に関する法や施策 

―Ｅ．障害者（児）に関する法や施策 

――ｇ．障害者の雇用の促進等に関する法律 

＜障害者雇用促進法＞ 

ｈ． 障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律＜障害者差別解消法＞ 

ｊ．障害者基本計画 

 

★新★ 「在宅看護論」での提示であった地域

包括ケアシステムについて取り上げられた。ま

た、マイナンバー制度について新たに加えられ

た。 

 

 

★新★ 高齢者医療制度について、具体的な法

律名（高齢者の医療の確保に関する法律＜高齢

者医療確保法＞）が示された。 

 

 

★新★ こちらでも新たに障害者雇用促進法、

障害者差別解消法などが加えられた。 

障害者の虐待や差別については近年大きな事件

もあり、取り上げられる可能性がある。 

 

目 

標 

Ⅲ 

・ 

Ⅳ 

基本的には項目の移動・整理が中心。「７．健康と公衆衛生」で取り上げられた「ポピュレーシ

ョンアプローチ、ハイリスクアプローチ」などの語句は確認しておこう。 
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【基礎看護学】 

🔶「看護の統合と実践」など他科目との重複内容について全体的に整理され、輸液・輸血管理、保健・

医療・福祉における連携など、基礎的かつ重要な項目について追加された。 

🔶基本的には項目の移動・整理が中心であり、今までの国試で出題されていた事項が改めて中項目・小

項目で明示された印象だが、重要項目であるので再確認しておきたい。 

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

基本的には項目の移動・整理が中心。 

目 

標 

Ⅱ 

３．看護における基本技術 

―D．看護情報管理 

――ａ．医療情報と看護情報 

ｂ．看護における情報管理 

ｃ．看護情報の記録・報告と共有 

 

５．診療に伴う看護技術 

―D．輸液・輸血管理 

――ａ．輸液・輸血の種類と取り扱い方法 

  ｂ．輸液・輸血の管理方法 

ｃ．輸液・輸血の副作用（有害事象）の

観察 

 

★新★ 情報の管理について、新たに中項目が設

けられた。 

 

 

 

 

★新★ 中項目として輸液・輸血管理が掲げられ

た。 

今までの国試でも当然出題はあったが、項目とし

ては今回新たに加えられた注目の箇所であるの

で、しっかりと整理したい。 

目 

標 

Ⅲ 

６．看護の役割と機能 

―B．保健・医療・福祉の連携と継続看護 

――ａ．保健・医療・福祉のチームにおける

看護職の役割と機能 

  ｂ．保健・医療・福祉の連携を支える仕

組み 

ｃ．施設内・施設間における継続看護 

 

★新★ 中項目として保健・医療・福祉の連携と

継続看護が掲げられた。「ａ．保健・医療・福祉

のチームにおける看護職の役割と機能」などにつ

いては、状況設定問題で問われることも考えられ

る。 
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【成人看護学】 

🔶急性期、救急・クリティカルケア、周術期、慢性期、セルフケア・社会的支援の獲得、リハビリテー

ションなど、各期における看護の基本について、内容が強化された。 

🔶「成人看護学」 は出題範囲が広いので、日頃からの学習がものをいう。授業や臨地実習をしっかり

こなしていくことも重要。  

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

旧出題基準と大きな変動はない。 

 

目 

標 

Ⅱ 

「急性期にある患者と家族の特徴」が目標Ⅱとして独立した。 

「５．周術期にある患者と家族への看護」では「D．術後合併症と予防」について、小項目でさ

らに細分化された。 

 

目 

標 

Ⅲ 

「６．慢性疾患がある患者と家族の特徴」が目標Ⅲとして独立した。 

「主な慢性疾患の疫学」「継続的な支援体制と連携」等が小項目に加わった。 

 

目 

標 

Ⅳ 

「７．リハビリテーションの特徴と看護」が目標Ⅳとして独立した。リハビリテーションに関す

る重要度増が予想される。 

 

目 

標 

Ⅴ 

８．がん患者と家族への看護 

―D．がん患者の社会参加への支援 

――ａ．就労条件・環境の調整 

  ｂ．社会参加を促す要素と阻害要因 

 

「８．がん患者と家族への看護」が目

標Ⅴとして独立し、項目が整理された。

中項目では新たに「D．がん患者の社

会参加への支援」が加えられた。 

 

目 

標 

Ⅵ 

９．終末期にある患者および緩和ケアを必要とする患者

と家族への看護 

―A．緩和ケアを必要とする患者と家族への看護 

 

―B．エンド・オブ・ライフ・ケア＜end-of-life care＞ 

 

―C．臨死期の看護 

（小項目省略） 

「終末期にある患者および緩和ケアを

必要とする患者と家族への看護」につ

いて、内容が強化された。 

特にエンド・オブ・ライフ・ケアなど、

他の科目とも関係が深い項目について

は、概念も含めて確認しておきたい。 

目 

標 

Ⅶ 

２１．性・生殖・乳腺機能障害のある患者の看護 

―B．検査・処置を受ける患者への看護 

――ａ．ヒトパピローマウイルス＜HPV＞検査 

 

★新★ 項目の移動・整理が中心だが、

「２１．性・生殖・乳腺機能障害のあ

る患者の看護」では、ヒトパピローマ

ウイルス検査などが小項目としてあら

ためて提示された。 
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【老年看護学】 

🔶さまざまな健康状態・受療状況・生活の場に応じた高齢者への看護、高齢者に特有な症状・疾患・ 障

害への看護について体系的にとらえることができるよう、項目が整理・追加された。 

🔶目標Ⅱ「７．高齢者に特有な症候・疾患・障害と看護」では、主に小項目が「ａ．加齢による病態（疾

患の特徴）と要因」「ｂ．（症状と生活への影響の）アセスメント」「ｃ．予防（、治療）と援助」に

整理された。 

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

２．高齢者の生活 

―A．高齢者の機能と評価 

――ａ．国際生活機能分類＜ICF＞ 

ｅ．障害高齢者の日常生活自立度＜寝たきり度＞判

定基準 

ｆ．認知症高齢者の日常生活自立度＜寝たきり度＞

判定基準 

 

４．老年看護の基本 

―A．老年看護の変遷 

――ａ．高齢者に関する保健医療福祉の変遷 

  ｂ．概念（エンパワメント、ストレングスモデル、

ライフレビュー、コンフォート理論）の活用 

 

ICF について、老年看護学でも項目

として加えられた。また、障害高齢

者および認知症高齢者の寝たきり度

判定基準についても把握しておきた

い。 

 

 

 

★新★「老年看護の変遷」が中項目

として加えられた。概念に関する用

語についても確認しておこう。 

 

目 

標 

Ⅱ 

６．さまざまな健康状態や受療状況に応じた高齢者の看 

 護 

―E．エンド・オブ・ライフ・ケア＜end-of-life care＞ 

――ｆ．グリーフケア   

 

成人看護学と同様、老年看護学でも

終末期看護について「エンド・オブ・

ライフ・ケア」としてまとめられた。

ここでは小項目に「グリーフケア」

が加わった。 

目 

標 

Ⅲ 

９．多様な生活の場で展開する高齢者への看護 

―F．福祉用具・介護用品の活用 

――ａ．適応・活用状況に関するアセスメント 

ｂ．安全で有効な活用の支援 

 

―I．高齢者に特徴的な災害時の看護 

――ａ．避難・誘導方法 

ｂ．避難所での生活と健康の維持 

  ｃ．福祉避難所における援助 

★新★ 大項目として「多様な生活

の場で展開する高齢者への看護」が

加えられた。中でも左に挙げた項目、

「福祉用具・介護用品の活用」や「高

齢者に特徴的な災害時の看護」につ

いては状況設定問題などで出題され

る可能性も。 
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【小児看護学】 

🔶子どもの成長・発達の特徴や生活に応じた、子どもと家族への支援について項目が整理・追加された。 

🔶疾患に対する子どもの理解と説明やプレパレーション、診療・入院等が子どもと家族に与える影響、

多様な状況にある子どもと家族への支援などについて、項目が整理・追加された。 

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

２．子どもの成長・発達 

―C．小児期における成長・発達の特徴と看護 

――ａ．神経系 ｂ．運動器系 ｃ．感覚器系  

  ｄ．循環器系 ｅ．免疫系 ｆ．呼吸器系 

  ｇ．消化器系 ｈ．代謝系 ｉ．泌尿器系 

  ｊ．体温調節 ｋ．大泉門、小泉門 ｌ．生歯 

  ｍ．認知、思考 ｎ．社会性、道徳性 

  ｏ．コミュニケーション、言語 ｐ．情緒 

  ｑ．アタッチメント、分離不安 

 

「小児期における成長・発達の特徴と看

護」については神経系、運動器系などの

形態的・機能的特徴における成長・発達

から、認知、思考、道徳性などの心理・

社会的成長にいたるまで、小項目で細分

化された。 

 

目 

標 

Ⅱ 

４．病気や診療・入院が子どもと家族に与える影響と

看護 

―A．病気に対する子どもの理解と説明 

―B．プレパレーション 

―C．病気や診療・入院が子どもに与える影響と看護 

―D．子どもの病気や診療・入院がきょうだい・家族

に及ぼす影響と看護 

―E．痛みを表現している子どもと家族への看護 

―F．活動制限が必要な子どもと家族への看護 

―G．感染対策上隔離が必要な子どもと家族への看護 

―H．外来における子どもと家族への看護 

（小項目省略） 

「病気や診療・入院が子どもと家族に与

える影響と看護」について、旧出題基準

よりさらに詳しく細分化された。病気や

診療・入院が子どもに与えるストレスや

対処法、子どもへの説明と同意などにつ

いて整理しておこう。 

 

目 

標 

Ⅲ 

６．特別な状況にある子どもと家族への看護 

―A．虐待を受けている子どもと家族への看護 

 

―B．災害を受けた子どもと家族への看護 

（小項目省略） 

★新★ 大項目で「特別な状況にある子

どもと家族への看護」が加えられた。「虐

待」「災害時」などの特別な状況にある

子どもの看護について、確認しておこ

う。 

目 

標 

Ⅳ 

「健康課題をもつ子どもと家族への看護」が目標Ⅳとして独立した。今後、出題の重要度が増す

と思われる。 
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【母性看護学】 

🔶今回の改定で最も変化があったといえる科目。小項目数も大幅増となった。 

🔶リプロダクティブ・ヘルス、ウィメンズヘルス、妊娠・分娩・産褥・早期新生児期の各期における看

護に必要な基本的事項、周産期医療システムなどについて、体系的に項目が整理・追加された。 

🔶特に、性の多様性、生殖補助医療、出生前診断等における倫理的課題、及び暴力・虐待等の防止など、

女性の理解や看護に必要となる近年の社会背景を踏まえた具体的な項目が追加された。 

  

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

１．リプロダクティブ・ヘルスに関する看護 

―A．リプロダクティブ・ヘルスに関する概念 

――ｄ．性の多様性（性同一性障害、性分化疾患、

LGBT） 

 

―C．リプロダクティブ・ヘルスに関する世界・日

本の動向 

――ａ．出生に関する統計 

  ｂ．新生児・乳児・周産期死亡に関する統計 

  ｃ．妊産婦死亡に関する統計 

  ｄ．死産、流産、人工妊娠中絶に関する統計 

 

―D．リプロダクティブ・ヘルスに関する倫理 

――ｃ．人工妊娠中絶と倫理的課題 

  ｄ．生殖補助医療と倫理的課題 

  ｅ．出生前診断と倫理的課題 

 

―Ｅ．リプロダクティブ・ヘルスに関する法や施策

と支援 

――ａ．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律＜DV 防止法＞ 

  ｂ．性暴力被害者支援 

  ｃ．虐待防止に関する法律 

 

★新★ 旧出題基準では小項目の扱いであ

った「リプロダクティブ・ヘルス」につい

て、大項目として掲げられるようになった。

性の多様性や出生前診断、生殖補助医療、

暴力・虐待等の防止などについてはおさえ

ておこう。 

また、統計問題なども出題される可能性が

あるので注意。 

  

 

目 

標 

Ⅱ 

ウィメンズヘルスに関する看護の項目が整理された。 
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目 

標 

Ⅲ 

４．妊娠期の看護 

―B．妊婦・胎児の健康と生活のアセスメン 

 ト 

――ｉ．妊婦健康診査 

  ｊ．Leopold＜レオポルド＞触診法 

  ｋ．子宮底・腹囲の測定 

  ｌ．間欠的胎児心拍数聴取 

  ｍ．胎児心拍数陣痛図、ノンストレステスト 

＜NST＞ 

  ｎ．胎児の超音波断層法 

 

―D．妊娠期の健康問題に対する看護 

――ｈ．妊娠貧血 

  ｉ．妊娠悪阻 

  ｊ．高年妊娠、若年妊娠 

 

５．分娩期の看護 

―D．分娩期の健康問題に対する看護 

――ｅ．陣痛異常（微弱陣痛、過強陣痛） 

 

６．産褥期の看護 

―D．産褥期の健康問題に対する看護 

――ｅ．産後精神障害 

  ｆ．尿路感染、排尿障害 

 

７．早期新生児期の看護 

―A．早期新生児の特徴と生理的変化 

―B．早期新生児の健康と発育のアセスメント 

―C．早期新生児と家族への看護 

―D．早期新生児の健康問題に対する看護 

（小項目省略） 

★新★ 旧出題基準の目標Ⅲ「周産期にお

ける看護」については、今回、「妊娠期の看

護」「分娩期の看護」「産褥期の看護」と大

項目で区分けされ、小項目も大幅に増加し

た。内容的には今までの国試でも関連問題

が出題された事項が中心ではあるが、改め

て今回、小項目として提示があった代表的

な注目ポイントを挙げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★新★ 「早期新生児期の看護」について

も新たに大項目が設けられ、項目が細分化

されて小項目が提示されることになった。

アプガースコアや新生児マススクリーニン

グの対象疾患などについても確認しておこ

う。 

目 

標 

Ⅳ 

８．周産期医療のシステムと母子保健施策 

―A．周産期医療のシステム 

――ａ．母体搬送 

  ｂ．新生児搬送 

  ｃ．チーム医療 

  ｄ．周産期医療ネットワーク  

 

★新★ 「周産期医療のシステムと母子保

健施策」についても新たに目標Ⅳとして設

定され、追加の小項目が詳細に加わったが、

特に周産期医療ネットワークについて把握

しておきたい。 
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【精神看護学】  

🔶精神看護の対象となる主な疾患・障害の特徴と看護について、症状／検査／薬物療法などを体系的に

とらえることができるよう、項目が整理され具体的に明示された。併せて、生物・心理・社会的側面

に注目した支援についても項目が整理された。 

  

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

基本的には項目の移動・整理が中心。 

目 

標 

Ⅱ 

２．主な精神疾患・障害の特徴と看護 

―G．パーソナリティ障害 

―H．習慣および衝動の障害 

―I．性同一性障害 

中項目にパーソナリティ障害等３つの障害が加わ

った。なお、目標Ⅱ共通の小項目として「ａ．症

状と看護」「ｂ．臨床検査及び心理検査と看護」「ｃ．

薬物療法と看護」が挙げられている。症状だけで

はなく検査、薬物療法についても確認しておこう。 

目 

標 

Ⅲ 

３．精神看護の対象の理解と支援のための

概念 

―C．生きる力と強さに着目した援助 

――ａ．レジリエンス 

★新★ リカバリ、ストレングス、エンパワメン

トなどと合わせて意味を確認しておこう。なお、

「精神看護の対象の理解と支援のための概念」は

目標Ⅲとして独立した章立てとなった。出題の重

要度が増したと考えられる。 

目 

標 

Ⅳ 

基本的には項目の移動・整理が中心。 

 

【在宅看護論】 

🔶小児・認知症・精神疾患・難病等の特徴的な状況にある在宅療養者、及び医療管理を必要とする在宅

療養者への看護について、体系的にとらえることができるよう、項目が整理・追加された。 

🔶療養の場の移行や地域包括ケアシステムにおける多職種連携と看護について、項目が追加された。 

🔶「在宅看護論」はさまざまな分野の知識を統合して考える問題が今後も多くなると予測される。他科

目の内容とのつながりを意識して学習しよう。 

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

２．在宅看護における安全と健康危機管理 

―B．災害時における在宅療養者と家族の健康危機管理 

――ａ．在宅療養者・家族への防災対策の指導 

  ｂ．医療機関との連携による医療上の健康危機管理 

  ｃ．福祉機関との連携による生活上の健康危機管理 

  ｄ．行政（市町村・消防署・警察等）との連携 

 

★新★ 在宅看護論においても災

害看護に関わる項目が新設され

た。防災対策の指導などについて

は状況設定問題などで出題される

可能性も。 
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目 

標 

Ⅱ 

５．在宅療養者の病期に応じた看護 

―B．急性期にある療養者 

――ａ．緊急性と重症度のアセスメント 

  ｂ．状態に合わせた対応・調整 

  ｃ．急性症状への対応 

  ｄ．感染症（肺炎等）への対応 

 

６．在宅療養において特徴的な疾病がある療養者への看

護 

―A．小児の在宅療養者への看護 

―B．認知症の在宅療養者への看護 

―C．精神疾患がある在宅療養者への看護 

―D．難病がある在宅療養者への看護 

 

※Ａ～Ｄの共通の小項目 

――ａ．在宅療養継続のための療養者の健康危機管理 

  ｂ．療養者の自立支援と QOL の維持・向上（尊厳保

持、成長、権利擁護＜アドボカシー＞を含む）の

ための在宅療養支援 

ｃ． 在宅療養継続のための家族支援 

 

★新★ 「在宅療養者の病期に応

じた看護」について、「急性期にあ

る療養者」の中項目が加えられた。 

 

 

 

 

★新★ 「在宅療養において特徴

的な疾患がある療養者への看護」

についての大項目が加えられた。

今後も難病がある在宅療養者へ

の QOL の維持、向上を目的とし

た看護が問われる可能性がある。 

目 

標 

Ⅲ 

８．療養の場の移行に伴う看護 

―A．医療機関との入退院時の連携 

―B．施設との入退所時の連携 

 

９．地域包括ケアシステムにおける多職種連携 

―A．行政との連携 

―B．地域包括支援センターとの連携 

―C．居宅介護支援事業所との連携 

―D．介護サービス事業所との連携 

―E．住民との連携 

 

１０．在宅看護におけるケースマネジメント／ケアマネ

ジメント 

―A．看護が担うケースマネジメント／ケアマネジメント

の概念 

―B．ケースマネジメント／ケアマネジメントの過程 

―C．社会資源の理解と活用 

（小項目省略） 

★新★ 目標Ⅲには「地域包括ケ

アシステムにおける在宅看護の位

置付けと看護の役割」について挙

げられた。 

今後、在宅での介護療養が重要視

されていくなか、各医療機関およ

び地域施設などとの連携と看護の

役割に関する出題が増えていくか

と思われる。 
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【看護の統合と実践】  

🔶複数科目の知識を統合する能力や、多重課題、集団としてのアプローチに必要な広い知識を統合する

能力を問う科目である。複合的な事象において、より臨床実践に近い形で知識・技術を統合して判断

する能力を問う出題内容となるよう、今回から新たに小項目が作成された。 

🔶目標Ⅰ～Ⅲについては前述のように新たに小項目が提示されたが、「看護におけるマネジメント」な

どはほとんどが「基礎看護学」など他の科目に含まれていた項目である。難易度を考慮して、あまり

斬新な問題は出しにくいと考えられるので、落ち着いて対応しよう。 

 

項 目 注目ポイント 

目 

標 

Ⅰ 

１．看護におけるマネジメント 

―A．看護マネジメントの概念 

―B．医療・看護の質保証 

―C．保健医療の機能分化と連携 

――ａ．看護の専門性と多職種連携 

ｂ．病床機能報告 

ｃ．医療計画 

  ｄ．継続看護、入・退院調整 

  ｅ．地域包括ケアシステム 

  

―D．情報のマネジメント 

―E．医療安全のマネジメント 

―F．人材育成・活用 

――ａ．継続教育、キャリア開発 

ｂ．認定・専門看護師の資格と活動 

ｃ．特定行為に係る看護師の研修制度 

  ｄ．看護師等の確保、就業継続、看護師等の届出制

度 

  ｅ．看護師等の労働安全衛生 

 

―G．看護政策と行政 

（小項目省略） 

★新★「看護におけるマネジメント」

については、「基礎看護学」との重複

内容が整理されたとともに「保健・ 

医療・福祉の機能分化と連携」や「人

材育成・活用」などの項目が追加さ

れた。 
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目 

標 

Ⅱ 

２．災害と看護 

―A．災害医療 

――ａ．災害の特徴 

ｂ．災害と法制度 

ｃ．災害時の支援体制と医療体制 

 

―B．災害の種類と特徴 

――ａ．自然災害 

ｂ．人為的災害 

ｃ．特殊災害 

  ｄ．複合災害 

  

―C．災害各期の看護 

――ａ．災害看護の特徴 

ｂ．災害各期（超急性期・急性期・慢性期・静穏期）

の特徴 

ｃ．各期における保健医療の役割と看護 

  ｄ．各期における要援護者への看護 

★新★ 災害時の医療・看護につい

ては近年、 特に注目度が高まってい

る。毎年一定数出題されるので、確

認しておこう。 

目 

標 

Ⅲ 

３．国際化と看護 

―A．看護における国際化の視点 

――ａ．グローバル化と世界共通の健康目標 

ｂ．グローバル化と人間の安全保障 

ｃ．国家・地域間の健康格差 

  ｄ．国際保健における日本の役割 

  ｅ．諸外国の看護制度 

  

―B．国際社会における看護の対象 

――ａ．在留外国人 

ｂ．在外日本人 

ｃ．帰国日本人 

  ｄ．国際協力活動を必要とする人々・地域・組織 

 

―C．多様な文化と看護 

――ａ．文化を考慮した看護 

ｂ．在留外国人の保健医療課題と看護 

 

―D．国際協力活動と看護 

――ａ．国際機関の役割 

ｂ．国際協力活動において看護が果たす役割 

ｃ．政府開発援助＜ODA＞を通じた開発途上国援助 

   

★新★ 看護のグローバル化、 国際

協力活動など、トピックス的な問題

が出題される可能性あり。また、「在

留外国人への文化を考慮した看護」

といったテーマも考えられる。 
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目 

標 

Ⅳ 

４．各領域（A～J）の看護の統合 

―A．基礎看護学 

―B．成人看護学 

―C．老年看護学 

―D．母性看護学 

―E．小児看護学 

―F．精神看護学 

―G．在宅看護論 

―H．看護におけるマネジメントの基本 

―I．災害と看護 

―J．国際化と看護 

★新★ 「A～J の中項目を２項目以

上含む、臨地の状況に近い複合的な

事象における統合的な問題として出

題する」とされた。今後も状況設定

問題において、106 回国試午前 115

～117 のようなバイタルサインから

アセスメントを問う問題、午後 112

～114 のような図を用いて実際の現

場での対応を問う問題などの出題も

予想される。 

 


